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　平成23年度からスタートした「小平町地区情報連絡員制度」について、その制度内容や今年度の担当職

員についてお知らせいたします。

　「役場は役にたつ場所であれ」、「役人は役にたつ人であれ」を実践し、地域の要望や意見、町に対する

提言等をより行政に伝えやすくする制度です。

　なお、地区で催される諸行事や葬儀等の手伝いは対象としておりませんので、ご理解願います。

小平町地区情報連絡員制度につい小平町地区情報連絡員制度についてて

町内会数担当補助連絡員（所属及び職名）
担当リーダー連絡員
（所属及び職名）

担当地区

４町内会

柳　谷　雅　彦（保健福祉課長補佐）

金　子　貴　子（保健福祉課長補佐）

三　枝　麻貴子（地域包括支援センター長）

斉　藤　　勲

（保健福祉課長）
臼谷地区担当

10町内会
髙　松　雅　人（総務課庶務係長）

米　田　尚　弘（総務課住民係長）

齊　藤　雅　人

（総務課長）
小平地区担当

１町内会
佐　賀　俊　夫（財政課長補佐）

外　山　晴　樹（財政課長補佐）

東　藤　　　徹

（財政課長）
大椴地区担当

６町内会

廣　澤　誠　一（経済課主幹）

剱　持　洋　一（経済課長補佐）

林　　　良　樹（経済課長補佐）

三　口　卓　人

（経済課長）
本郷地区担当

６町内会

金　子　　　敏（生活環境課長補佐）

秋　山　貴　史（生活環境課長補佐）

籾　山　省　吾（達布支所長）

桑　原　英　樹

（生活環境課長）

寧楽・住吉・達布

地区担当

８町内会
工　藤　宏　樹（鬼鹿支所長）

尾　形　泰　宏（鬼鹿支所主任）

田　村　恭　孝

（企画振興課長）
鬼鹿地区担当
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〈各地区担当職員〉

 …問合せ先  …申込み  …日時  …場所  …対象  …予約  …料金 緯…電話番号

■ 制度の有効活用のために
各地区の担当職員を配置することにより、地区の状況を詳細に把握しようとするものです。電話での

ご相談はもちろんのこと、必要があれば町長自ら直接現場等にお伺いします。

■ 情報の把握や提供はいつするの？
各地区で開催される諸会議などにお伺いしますので、町に伝えたい情報がありましたら、会議日程な

どをお知らせください。また、諸会議がなくても住民の方から直接連絡いただいても構いません。町

からの情報提供は必要の都度行います。

■ 地区情報連絡員は誰がするの？
町内を６地区に分け、役場の管理職員がそれぞれ１名リーダーとして地区毎に担当し、各々補助職員

を配置します。各地区の担当リーダー連絡員等は下表のとおりです。

■ 何をする制度なの？
　地区と町が情報を共有するための制度です。主な役割は次の２つです。

①地区が抱える要望や意見などを町が把握する。

②町の持つ情報を提供する。




